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１．はじめに

　20世紀末から「会計ビッグバン」の名のもと

に始まった日本の財務報告制度の改善の中で、税

効果会計の導入は、財務諸表利用者を大いに悩ま

せた。国際会計基準（以下、IFRS）や米国会計

基準のように、高品質で、国や地域を超えて幅広

く利用される会計基準に、日本の会計基準を近づ

けるという試みは、財務諸表利用者としても歓迎

されるべき動きであったが、その解釈には時間を

要したと言えよう。

　「税効果会計に係る会計基準」（以下、本会計基

準）は、98年10月に企業会計審議会から公表さ

れた。強制適用時期は、３月期決算であれば00

年３月期からとされ、早期適用も認容された。

　一般的に、煩雑な会計基準の適用について、財

務諸表作成者が、積極的に早期適用を選択するこ

とはまれと考えられるが、本会計基準に関しては、

その公表後わずか半年先に到来した99年３月期

の決算から早期適用を選択した企業が少なからず

見受けられた。そうまでして本会計基準を適用す

る動機づけとして、繰延税金資産の計上により、

　繰延税金資産内訳情報と適用税率情報には、企業の繰延税金資産の回収可能性や中長期的に想定される税率を
推察する上で多くの情報が含まれている。しかも適用する会計基準の違い（日本会計基準、IFRS、米国会計基準）
によっても開示内容に大きな相違はなく、財務諸表利用者は、日本の全上場企業から、ほぼ均質な情報が入手で
き、その点は高く評価できよう。本稿では、実際の企業事例を踏まえながら、こうした情報の内容について確認
していく。
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